
 ◎電子申請ページについて 

  ①市ホームページ（https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/）から「三次市電子申請システム」にアクセス 
してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三次市ＨＰを開き，画面を下にスクロール

していくと電子申請システムがあります。 

オンライン申請手続きをクリックしてください。 

https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/


   ②検索・届出をする 

    ア 「キーワードで探す」に「競争入札等参加資格審査申請変更届」等キーワードを入力して，検索を

してください。 

 

    イ 検索結果の手続き一覧から「競争入札等参加資格審査申請変更届（物品購入等）」をクリックしてく

ださい。 

   

    ウ 利用者管理のページが開きますので，「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックします。 

     

エ 利用規約に同意されましたら「同意する」をクリックしてください。その後メールアドレスを登録

してください。 

利用者登録なしで申請が可能なため，事前に利用者

登録をする必要はありません。（すでに利用者登録し

ている場合は，利用者ＩＤ及びパスワードを入力し

てログインができます。） 



 

   ③申請画面へアクセス 

    入力したメールアドレスにメールが届いたら記載のＵＲＬをクリックし，電子申請画面を表示してくだ

さい。 

    ※ＵＲＬの有効時間は２４時間ですのでご注意ください。２４時間経過すると有効期限が切れるため，

お手数ですが再度手続き申込をしてください。 

 

   ④変更事項入力・資料添付 

    ア 該当する変更事項を入力してください。 

 

    イ 添付資料が必要な事項の変更の場合は，電子化した資料データを添付してください。 

      ※登記事項証明書等の添付欄には１個の電子データしか添付できません。１つの資料に対して２個

以上の電子データがある場合は，１つのＰＤＦデータにまとめるか，ｚｉｐファイルにまとめて

添付してください。 

      ※資料の電子化が困難な場合は，資料のみ郵送することも可能です。その場合は，「郵送などで提出

する」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   ⑤届出内容の確認 

    入力，資料の添付が終わりましたら申請画面下部にある「確認へ進む」をクリックしてください。 

    不備や入力漏れがある場合はエラーがでますので，修正等をお願いします。解消されますと次の画面に 

進むことができます。 

 

    ⑥申込 

     内容確認後，問題なければ「申込む」をクリックし，申込を完了させてください。 
 



     
⑦受付通知メールの受信 

     申請が到達したことをお知らせするメールがシステムから自動配信されます。 
     受付通知メールに電子申請の「整理番号」，「パスワード」が記載されています。これらは，申請状況

の確認や市からの修正指示により修正する際に必要となりますので，紛失しないように大切に保管し

てください。 
 
    ⑧申請受理 
     市が届出内容を確認し，不備がなければ変更届を受理します。変更届を受理した際，受理通知メール

が送信されますのでご確認ください。 
 
    ⑨不備があった場合 
     申請内容に不備があった場合は，連絡しますので，不備内容を確認し，修正を行ってください。 
     申請内容を修正するには，⑦で送付された受付通知メールに記載されているＵＲＬまたは市ホームペ

ージから電子申請システムにアクセスし，申込内容照会を行い，整理番号とパスワードを入力し，「照

会する」をクリックし，申込内容照会の下部にある「修正する」をクリックしてください。 

 

 



 

個人事業主はこちら 

法人はこちら 

商号変更の場合は，旧商号の記載もお願いします。 
例：(株)三次物品から(株)みよしに変更した。 
  →(株)みよし（旧：(株)三次物品） 

廃業・申請取り下げはこちらにチェックを入れてください。 



 

 

 

委任先の廃止はこちらにチェックを入れてください。 

委任先を新規・追加登録される場合，委任先の営業所を変

更される場合はこちらを入力してください。 
注）別途定められた追加申請期間での登録となります。 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ○申請状況の確認について 

    電子申請により申請を行った場合，申請の処理状況を確認することができます。 

    ※下記（１）か（２）どちらかの方法で表示できます。 

    （１）市ホームページから確認 

      ①市ホームページ（https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/）から「三次市電子申請システム」

にアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三次市ＨＰを開き，画面を下にスクロール

していくと電子申請システムがあります。 

https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/


      ②受付通知メールに記載されている整理番号とパスワードを入力し，「照会する」をクリックして

ください。 

     ③「処理状況」で現在の状況を確認することができます。 

      「処理待ち」：申請者は申込が完了し，市が未処理の状態 ※内容変更，取下げが可能です。 

      「完了」  ：申請が受理された状態 ※内容変更，取下げはできません。 

      「取下げ」 ：申請者が取り下げた状態 

      「返却中」 ：申込完了後，不備等で申請者に返却し，修正指示を出している状態 

      「不受理」 ：申込は完了したが，市により不受理とした状態 

             ※二重申請や，期限内に不備等の修正が行われなかった場合等です。 

 

     ④修正がある場合や申請を取り下げる場合は，申込内容照会の下部にある「修正する」，「取り下げる」

をクリックしてください。 

 

   （２）受付通知メールに記載の申込内容照会リンクからアクセス 

      申請状況の確認，修正，申請の取り下げは（１）③④と同様です。 

      


